
 

聖

籠

町

議

会

委

員

会

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

二

月

二

十

一

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

聖

籠

町

長

 
 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 

聖

籠

町

条

例

第

一

号

 

聖

籠

町

議

会

委

員

会

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

聖

籠

町

議

会

委

員

会

条

例

（

昭

和

六

十

二

年

聖

籠

町

条

例

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

六

条

中

第

四

項

を

第

七

項

と

し

、

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

を

三

項

ず

つ

繰

り

下

げ

、

同

条

に

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

と

し

て

次

の

三

項

を

加

え

る

。

 

議

員

は

、

少

な

く

と

も

一

の

常

任

委

員

と

な

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

常

任

委

員

及

び

議

会

運

営

委

員

は

、
会

期

の

始

め

に

議

会

に

お

い

て

選

任

す

る

。

 

３

 

特

別

委

員

は

、
議

会

に

お

い

て

選

任

し

、

委

員

会

に

付

議

さ

れ

た

事

件

が

議

会

に

お

い

て

審

議

さ

れ

て

い

る

間

在

任

す

る

。

 

附

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

三

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

           


